
堺打刃物紹介冊子制作業務 

仕様書 

 

１．業務名 

堺打刃物紹介冊子制作業務 

 

２．目的 

本業務は、約 600 年の歴史を誇る堺市の伝統産業品である堺打刃物を、製造工程、製品の特長、技

術、職人のこだわりなどを国内外に広く発信し、ブランド価値の向上と販路拡大を図ることを目的

とする。また、海外での展示商談会及びイベントでの使用を前提とし、視覚的インパクトと情報性

を兼ね備えた冊子を制作することを目的とする。 

 

３．履行場所 

公益財団法人堺市産業振興センター（堺市北区長曽根町 183-5） 

 

４．履行期間 

契約締結日～令和 7 年 11 月 30 日（日） 

 

５．業務内容 

(1) 堺打刃物の製造現場等の取材、撮影、代表的な職人の紹介・インタビュー、ライティング、デザイ

ン、編集を行い、写真や図、イラスト等を用いた内容の冊子データを作成すること。必要に応じて

QR コードにより動画や詳細情報ページと連携する仕掛けを盛り込むこと。ただし、印刷は発注者

が別途行うものとする。 

  ①取材・撮影・インタビュー 

取材する堺打刃物の職人は発注者が選定、料理人は受注者で選定すること。堺打刃物の製造工程は

鍛冶・研ぎ・柄付けの分業制であるため、それぞれ 1 人ずつ取材・撮影場所が異なる。 

  ②冊子サイズ 

B5 判（視認性高く、主に海外の展示商談会及びイベント配布用に持ち帰りやすいサイズを想定） 

  ③冊子構成 

    

表紙 インパクトある写真とロゴ（堺打刃物を象徴するビジュアル） 

表 2～3 堺打刃物の歴史 

4 ページ 用途別の堺打刃物の紹介と特徴 

5 ページ 製造工程（分業制の紹介） 

6・7 ページ 鍛冶（技術の紹介・職人のインタビュー） 

8・9 ページ 研ぎ（刃付け）（技術の紹介・職人のインタビュー） 

10・11 ページ 柄付・仕上げ（技術の紹介・職人のインタビュー） 

12・13 ページ 鍛造から包丁ができるまでの過程・片刃包丁の構造・鋏の紹介 

14・15 ページ 料理人のインタビュー及び野菜の飾り切りや包丁（柳刃）の使い方 

16・17 ページ メンテナンス方法紹介（砥石を使った研ぎ方・砥石の紹介など） 

18・19 ページ 堺の歴史・他の堺の伝統産業品の紹介・堺伝匠館の紹介 

裏表紙 堺市へのアクセス・地図 



  

  ④使用言語   

日本語版・英語版・フランス語版の 3 種類の冊子データを作成すること。 

 

(2) 校正作業 

文字等の校正は、発注者が了承するまで行うこと。 

 

６．納品 

(1) 納品期限 

令和 7 年 11 月 30 日（日） 

(2) 納品場所 

公益財団法人堺市産業振興センター 経営支援課 

(3) 納品物 

  ①入稿データ（ai データ） 

  ②アウトライン化する前のデータ（ai データ） 

  ③Web サイト掲載データ（pdf データ） 

  ④写真データ（jpg データ） 

 

７．著作権 

(1) 本業務において作成した成果物（写真、イラスト等）の著作権に関する権利は発注者に帰属する。

なお、作成した成果物は発注者の出版物等に無償で二次利用を行えるものとする。 

(2) 本冊子データの制作に当たっては、第三者の権利を侵害しないように十分留意すること。やむを得

ず第三者が有する著作権の映像、意匠、ソフト等を使用するときは、著作権法上に定められた手続

きを行うこと。また、本冊子データに著作権侵害による訴訟や損害賠償等が生じた場合、発注者は

一切の責任を負わない。 

 

８．暴力団体等の排除について 

(1) 入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止 

ア 受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者又は同要綱別表

に掲げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託先の資材、原材料の購入

契約その他の契約の相手方（以下「再委託先等」という。）としてはならない。 

イ これらの事実が確認された場合、発注者は受注者に対し、当該再委託先等との再委託契約等の

解除を求めることができる。 

(2) 再委託契約等の締結について 

受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、契約締結時には発注者の契約約款

に準じた暴力団排除条項を加えることとする。 

(3) 誓約書の提出について 

ア 受注者は、堺市暴力団排除条例第８条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない

旨の誓約書を提出しなければならない。ただし契約書の作成を省略する契約の場合、もしくは

受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は堺市の外郭団体である場合はこの限りで

ない。 

イ 受注者は、再委託先等がある場合には、これらの者から堺市暴力団排除条例第８条第２項に規

定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴して、発注者へ提出しなければな



らない。 

ウ 受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものとする。 

(4) 不当介入に対する措置 

ア 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利するこ

ととなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」

という。）を受けたときは、直ちに発注者に報告し、警察に届け出なければならない。 

イ 受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに

発注者に報告し、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。 

ウ 発注者は、受注者が発注者に対し、（ア）及び（イ）に定める報告をしなかったときは、堺市

暴力団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。 

エ 発注者は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延

等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が（ア）に定める報告及び届け出又は

（イ）に定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をと

るものとする。 

 

９．その他留意事項 

(1) 制作した本冊子データ及び本業務実施にあたり撮影した写真、図、デザイン等に係る著作権を含

むすべての権利は、発注者に帰属する。 

(2) 公募プロポーザル参加に係る経費、本業務にかかる協議、打合せ等の必要経費、その他調査・報

告に係る経費についてはすべて受注者の負担とする。 

(3) 業務の内容及び範囲について、十分打合せを行い、業務の目的を達成すること。 

(4) 業務の進捗状況に関し、進捗確認会議等を開催し、報告・調整を行うこと。 

(5) その他、仕様書にない事項は協議により定めること。 


